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3.1 非常時優先業務の選定基準 

（１）南海トラフ巨大地震発生後に地方局において実施しなければならない応急業務に加え、

発災時においても優先すべき通常業務を非常時優先業務として選定した（進行型の風水

害による被害予見時及び、南海トラフ地震臨時情報発表時（フェーズ０）において実

施・優先すべき業務を含む。）。 

（２）業務選定方法は、各所属全体の業務の中から「影響の重大性の評価基準」に基づき地

震発生からの経過時間ごとに業務の中断や業務開始の遅延が県民の生命、身体、財産の

保護等に及ぼす影響度の評価を行い、発災後、４週間以内に着手する必要があり、かつ

目標状況に到達しない場合に社会的影響が発生（影響の重大性の評価準Ⅲ以上）する業

務を非常時優先業務とした。 

（３）また、選定した非常時優先業務を影響の重大性の評価及び業務着手時期により、より

優先度の高いものからＡ→Ｂ→Ｃ→Ｄの４区分に分類した。 

 

 

 

影響の重大性 目標時期までに業務を実施又は再開できない場合に伴う代表的な影響の内容 

Ⅰ 軽微 
目標時期までに業務を実施又は再開できない場合の社会的影響はわずかにと
どまる。ほとんどの人は全く影響を意識しないか、意識してもその行政対応
は許容可能な範囲であると理解する。 

Ⅱ 小さい 
目標時期までに業務を実施又は再開できないことにより若干の社会的影響が
発生する。しかし、大部分の人はその行政対応は許容可能の範囲であると理
解する。 

Ⅲ 中程度 
目標時期までに業務を実施又は再開できないことにより社会的影響が発生す
る。社会的な批判が一部生じ得るが、過半の人はその行政対応は許容可能な
範囲であると理解する。 

Ⅳ 大きい 
目標時期までに業務を実施又は再開できないことにより相当の社会的影響が
発生する。社会的な批判が発生し、過半の人はその行政対応は許容可能な範
囲外であると考える。 

Ⅴ 甚大 
目標時期までに業務を実施又は再開できないことにより甚大な社会的影響が
発生する。大規模な社会的批判が発生し、大部分の人はその行政対応は許容
可能な範囲外であると考える。 

【影響の重大性の評価基準】 

第３部 非常時優先業務の概要 



12 

3.2 非常時優先業務の実施（再開）時期の考え方 
 （１）選定した非常時優先業務について、業務の必要性、緊急性等の観点から、発災前か

ら発災後、業務ごとに業務実施（再開）時期を時系列で６つのフェーズ（発災前、初

動期Ⅰ～復旧期）に区分し、復旧までの事業執行の進行管理の目安とする。 

フェーズ０： 発災前３日(風水害)～７日(南海トラフ地震) 

フェーズ１： 発災後３時間以内（初動期Ⅰ） 

フェーズ２： 発災後24時間以内（初動期Ⅱ） 

フェーズ３： 発災後３日以内  （応急期） 

フェーズ４： 発災後１週間以内（支援期） 

フェーズ５： 発災後４週間以内（復旧期） 

 

 （２）災害時の業務には、「応急業務」と「優先すべき通常業務」がある。 

○応急業務とは 

 県民の生命・身体・財産を守るため、発災前及び発災直後から対応が求められる

業務、災害後の復旧、復興的な業務 

     例）救援・救助、情報収集・発信、施設応急対策、物資の緊急確保・輸送、廃棄

物処理の応急対応、被災者生活再建支援など 

 

○優先すべき通常業務とは 

 通常行っている業務の中で、発災後、速やかな開始が求められる県民の安全確保

に直結する業務、また、中断により、県民生活や県経済への重大な支障、他の県や

国等の業務に重大な影響、県の信用が大きく失墜または本来業務に重大な支障など

を伴う業務 

     例）保健医療、生活資金の供給、廃棄物の処理など 

 

 

3.3 非常時優先業務の選定概要 
  南予地方局における非常時優先業務数は次のとおり。 

 優先度別 
計 

応急業務 通常業務 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 件数 割合 件数 割合 

地域産業振興部 28 4 3 1 36 25 69% 11 31% 

健康福祉環境部 25 6 3 2 36 30 83% 6 17% 

農林水産振興部 13 6 2 1 22 19 86% 3 14% 

建設部 21 9 5 0 35 35 100% 0 0% 

出納室 4 0 5 0 9 1 11% 8 89% 

教育事務所 6 3 2 0 11 9 82% 2 18% 

計 
97 

(65%) 

28 

(19%) 

20 

(13%) 

4 

(3%) 

149 

(100%) 

119 

 

80% 

 

30 

 

20% 
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